
「Ｃプロジェクトによるがん検診促進事業」 

業務委託仕様書（案） 

 

１ 業務の名称 

   Ｃプロジェクトによるがん検診促進事業 

 

２ 業務の目的 

   がんは日本の死因の第１位で、生涯で２人に１人が患う病気とされている。一方で、医療技術

の進歩に伴い、がんも治すことができる病気となっており、そのためにがん検診受診による早期

発見、早期治療につなげることが何よりも大切である。 

本県のがん検診受診率は、いずれのがんにおいても全国を下回っており、令和５年内閣府の

世論調査における、がん検診に関する質問に対して、がん検診受診対象前の世代では、がん検

診そのものを知らない等、がんに関する正しい知識・がん検診の重要性を理解していない傾向に

ある。がん検診受診対象者だけでなく、がん検診受診対象前の世代（10代後半から 30代）をター

ゲットにがんに関する正しい知識を意識づけて、受診してもらうことが、受診率を向上させるため

の喫緊の課題となっている。従来から実施している行政によるアプローチだけでなく、主にがん検

診受診対象前の世代の視点を取り入れながら啓発を行うことがより効果的であると考えられる。 

このため、県内大学等に通う学生と県が共同検討組織として「Ｃプロジェクト」を設置し、啓発資

材の共同制作や広報展開を行う『Ｃプロジェクトによるがん検診促進事業』を実施する。 

 

３ 委託期間 

   契約締結の日から令和８年３月３１日まで 

 

４ 業務の実施方法 

（１）本業務は、本仕様書に基づき行うものとする。 

（２）受注者は、本業務の実施に当たり問題が生じた場合には、発注者と協議の上、適切に対処

すること。 

 

５ 業務内容 

   Ｃプロジェクトとは、県内から４大学を選定し、各大学から学生２名を募集。計８名の学生と県

が共同で、がん検診受診対象前の世代の視点に立った啓発資材の企画・制作、広報展開等に

ついて議論。 

   そのうち、受注者は、Ｃプロジェクトの運営、議論への参加、議論を基にした啓発資材の制作、

制作された啓発資材の広報展開を行うものとする。 

   なお、大学の選定及び学生の募集・確保は県が実施。 

２の目的を達成するため、以下の業務を行うこと。 

（１）Ｃプロジェクトの運営事務   

（２）主にがん検診受診対象前の世代の視点を取り入れたがん検診受診啓発資材の制作 

（３）ⅰ）制作した啓発資材の広報展開（SNS広告等） 

（３）ⅱ）制作した啓発資材の広報展開（大学や企業と連携したイベント） 

（３）ⅲ）制作した啓発資材の広報展開（スポーツイベント等） 

（４）Ｃプロジェクトの告知等 

※(１)～(４)の各業務の詳細は別記を参照すること。 

※制作する啓発資材の内容や広報展開先については、Ｃプロジェクトの議論の中で最終的に決



定していくため、予算の範囲内において、制作する啓発資材や個数、広報展開先等について、仕

様の変更を発注者との協議の上で可能とする。 

 

６ 報告書の作成 

業務完了後、取組内容を取りまとめ、業務完了報告書として県に提出すること。 

 

７ 著作権 

（１）本業務により制作される成果物の著作権(著作権法第２７条・２８条に規定する権利含む)は、

全て県に帰属するものとする。なお、これら二次利用に係る出演者等への許諾はあらかじめ受

託者において得るものとする。 

（２）成果物については、県が期間制限なく無償で随時利用・複製できるものとする。 

（３）受注者は、本業務により制作される成果物について、県及び県が指定する第三者に対して

著作者人格権を行使しないものとする。 

（４）本件委託により得られる著作物の著作者人格権について、受注者は将来にわたり行使しな

いこと。 

（５）受注者は、本業務の履行に関し、第三者の著作権、知的財産権その他の権利を侵さないこ

と。 

 

８ 経費等 

（１）本事業の実施に必要な経費は、委託料として発注者において支出する。委託料は、事業の

実施に必要なすべての経費（人件費、旅費、通信運搬費、証文品費、印刷製本費、使用料及

び賃借料、謝金、保険料等）を含む。ただし、受注者による会合や飲食費、委託業務とは直接

関係ない経費、備品購入など財産取得となる経費は対象外とする。 

（２）本事業の終了後、速やかに経費の精算を行うこととする。なお、支払限度額は、当初契約の

委託金額とする。 

 

９ その他 

   この仕様書に定めのない事項については、その都度、発注者と受注者の双方で別途協議を行 

うこととする。 

  



【別記】 

（１）Ｃプロジェクトの運営事務 

項目 内容 

①業務内容 Ｃプロジェクトにおいて、学生と共同で、がん検診受診対象前の世代を対象と

したがん検診啓発資材の制作・広報展開等について協議を行うため、以下を

実施 

・学生８名、県担当、受注者担当、その他参加者の協議日程の調整 

・学生８名へ協議に係る謝金、旅費の支払い 

※謝金額は、県と大学で調整し決定、旅費は協議場所まで現にかかった金額 

・発注者と事前に協議した上で、協議に係る資料作成(議論ペーパーや、啓発

資材のデザイン案や校正など) 

・第１回会議におけるがん経験者との意見交換のための、がん経験者の選

定、謝金及び旅費の支払い 

②協議回数 令和７年１２月頃までに最低３回 

③協議場所 発注者と協議の上、任意の場所で可 

④協議方法 原則対面 

※新型コロナウイルス感染症拡大の影響を想定し、リモートでも対応可能とす

ること 

⑤情報管理 Ｃプロジェクトに参加する学生等のメールアドレスやその他個人情報は本業務

に必要な範囲においてのみ利用することとし、その管理責任は受注者が負う

こと。 

 

（２）がん検診受診対象前の世代の視点を取り入れたがん検診受診啓発資材の制作 

項目 内容 

①業務内容 Ｃプロジェクトにおいて、学生等と協議した内容を踏まえ、がん検診受診対象

前の世代を対象としたがん検診啓発資材を制作 

②制作資材・規

格等 

・啓発リーフレット：A5、6頁程度、1種類、計 52,000枚 

・啓発ポスター：A1、片面、1種類、計 400枚 

・啓発グッズ：1種類、計 52,000個(何を作るかは、予算の範囲内でＣプロジェ

クトで検討） 

・啓発動画：15秒または 30秒、1種類、SNS広告に掲出可能な形式 

③納品方法 ・発注者が取りまとめた啓発資材活用希望リストの記載箇所に受注者が発

送・納品 

④納期 令和７年１２月３１日 

 

（３）ⅰ）制作した啓発資材の広報展開（SNS広告等） 

項目 内容 

①業務内容 Ｃプロジェクトにおいて、学生等と協議した内容を踏まえ、制作されたがん検診

啓発資材を広報展開 

②広報媒体・規

格等 

・SNS広告：1 ヵ月間で 30秒のインストリーム広告で 20万再生以上 

・博多、天神等における交通広告：1カ月間 

※各種広告は制作した啓発資材を活用 

③実施時期 令和８年２月～３月 



④分析・報告 ・最終の視聴回数や視聴属性等、可能な範囲で分析し、がん感染症疾病対策

課に報告 

・交通広告については、掲載風景を静止画でがん感染症疾病対策課に納品 

 

（３）ⅱ）制作した啓発資材の広報展開（大学や企業と連携したイベント） 

項目 内容 

①業務内容 Ｃプロジェクトにおいて、学生等と協議した内容を踏まえ、制作されたがん検診

啓発資材を活用し、大学や企業と連携したイベントにおける啓発活動を行うた

め、以下を実施 

・Ｃプロジェクト参加学生への開催案内、啓発活動参加者の取りまとめ及び県

への報告 

・参加学生に対する謝金及び旅費の支払い 

②実施時期 令和８年１月～３月（１０会場程度） 

③開催場所 随時相談（県内大学や企業主催のイベント会場を想定） 

④情報管理 ・イベントに参加する学生等のメールアドレスやその他個人情報は本業務に必

要な範囲においてのみ利用することとし、その管理責任は受注者が負うこと。 

 

（３）ⅲ）制作した啓発資材の広報展開（スポーツイベント等） 

項目 内容 

①業務内容 Ｃプロジェクトにおいて、学生等と協議した内容を踏まえ、制作されたがん検診

啓発資材を活用し、スポーツイベント等でのブース出展・がん検診者見学会を

行うため、以下を実施 

・イベント会場の予約 

・イベント会場におけるスクリーン等（動画放映媒体）の予約 

・啓発ブースの設営 

・がん検診車の手配（当日の説明対応含む） 

・Ｃプロジェクト参加学生への開催案内、啓発活動参加者の取りまとめ及び県

への報告 

・参加学生に対する謝金及び旅費の支払い 

②実施時期 令和８年１月～３月（７会場程度） 

③開催場所 随時相談（野球、サッカー、バスケットボール等のホームゲーム開催時を想

定） 

④情報管理 ・イベントに参加する学生等のメールアドレスやその他個人情報は本業務に必

要な範囲においてのみ利用することとし、その管理責任は受注者が負うこと。 

 

（４）Ｃプロジェクトの告知等 

項目 内容 

①業務内容 Ｃプロジェクトの効果的な告知等を実施 

②広報媒体・規

格等 

・年 1回 

・本プロジェクトの内容や、制作した資材の内容を反映した特設サイトの開設・

運用など、効果的な告知を実施 

③実施時期 令和８年１月～（啓発資材完成後） 

 


